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　フットケア専門外来は2008年に開設された。10
年間の不在を経て再赴任した私は、岩谷総長のご助
言もあり、障害者のニーズに応え、なおかつチーム
で関われるようなものはないかと思案し、各部署を
廻って尋ねたところ、複数の部署からフットケアを
やりたい、必要がある、という意見を得た。特に外
来看護部は積極的で、医事課、外来看護師、医師、
PT、義肢装具士が集まって何回か会議を開き、ま
もなく、専門外来が開設された。
　一般的なフットケア外来では、糖尿病によるフッ
トケアを必要とする患者さんが多いのだが、当院は
障害者センターの病院ということもあり、またスタ
ッフに整形リハビリテーション科、義肢装具士が含
まれることもあり、障害の特性に基づいたニーズが
多いことが特徴である。たとえば、脊髄損傷者であ
れば、巻き爪、足趾変形とそれによる褥瘡、浮腫な
どの訴えが多い。片麻痺では、装具の不適合とそれ
に基づく鶏眼、疼痛、指の変形などを持つ人々が訪
れる。ポリオの方は足部の変形や進行するポストポ
リオ症候群による肢体不自由の悪化などが問題とな
る。自立支援局利用者では、糖尿病による視力障害
の方で、足部に潰瘍ができてしまったり、果ては白
癬まで、様々な足に関する悩みを抱えている。その
他、外反母趾、扁平足、先天性形成不全等様々な足
の変形、爪の変形のある人々がやってくる。
　この専門外来の強みは様々なスタッフが関わって
いることである。それぞれがそれぞれの専門性を発
揮して患者に関わり、また生活の視点から足のケア、
治療に関わることである。自立支援局利用者であれ

ば、ケースワーカーを含めて居室の形態を検討し、
時には部屋を変えていただき、足のケア（温存）の
ためにあるべき生活を追求する。
　看護師は足のケアをするとともにその仕方を患者
に教え、義肢装具士は装具の製作や、使い方の助言
など、専門性を発揮する。それぞれが主役である。
　注意すべきは、専門外のことである。皮膚科が関
わっていないので、ウイルス性の易感染性皮膚疾患
や、皮膚癌等、見落としのないように細心の注意を
払っている。慢性の瘢痕や潰瘍から皮膚癌が発生す
ることはまれならずあり、注意が必要である。血管
外科もいないので、循環障害に関しては、血管造影
を含めて防衛医大のお世話になっている。
　開設以来２年経って、述べ患者数は1200人近く
になっている。私を含めスタッフも多くのことを学
んだ。今後とも発展していくよう努力をしている。

患者さんの装具をチェックする医師、看護師、義肢装具士
及び実習の学生
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　本年７月20日から23日にインスブルック（オー
ストリア）で開催された「第７回高等教育と障害に
関する国際会議」に参加した。この会議は、姉妹都
市であるインスブルックとニューオリンズ（米国）
の共催事業のひとつとして３年に１回、インスブル
ック大学とニューオリンズ大学の障害学生支援部門
が共同主催している。
　車椅子、歩行器、盲導犬、白杖、補聴器利用者の
参加もあったが、会場の環境アクセシビリティは素
朴であった。障害への対応以前に、オーストリアで
４番目に古い鐘があるという教会に隣接する歴史的
な建造物に冷房はなく、「インスブルックの水は冷
たくておいしく体には問題はない」とトイレにプラ
スチックカップが初日には用意された。一方、運営
委員長のケン・ザングラ氏（ニューオリンズ大学）
は補聴器を使用しつつ、米国の手話通訳派遣会社か
ら２名の手話通訳者を同行していた。マイクの音声
は天井が高い部屋では反響し、国際的なアクセント
を聞き取るのは困難であり、特にポスターセッショ
ンと懇親会では雑音から会話を聞き分けるには通訳
は必須とのことであった。要約筆記は３会場のうち
１会場のみで提供され、会期中同じ１名が行い、も
う１名はメモで補足を知らせていた。筆者も反響と
アクセントで言語として聞き取りができなかった発
表では、要約筆記画面に助けられた。会議のホーム
ページ上にスライドか資料を掲載することも勧めら
れていたが、事前の掲載は発表80演題中41演題に
留まった。間に合わなかったり、全世界に発表原稿
を公表することに抵抗のある演者がいるためであろ
う。
　22か国からの発表数は多い順に米国21、英国16、
ベルギー７であった。演題に使われた用語で多かっ
たのはインクルーシブまたはアクセシビリティ14、
電子教材またはアシスティブ　テクノロジー９、移
行支援９であった。参加者の多くは大学障害学生支

援部門の職員であったため、個人情報を発表するこ
とには制約があるためか概念的な発表が多かった。
職員は研究者とは異なり研究倫理申請を行わなくて
も実践活動の発表ができるが、米国では病院など医
療機関での個人情報のプライバシーを守る法律
Health Insurance Portability and Accountability 
Act（HIPAA）と教育機関で扱われる児童・学生
のプライバシーを守る法律Family Education 
Rights and Privacy Act（FERPA）がある。
　筆者の参加目的は、2008年に参加した米国の
AHEAD（Association of Higher Education and 
Disability）と比較して、ヨーロッパにおける障害
学生支援の特徴を知ることであった。筆者が感じた
ヨーロッパ諸国における障害学生支援の特徴は、
UNESCOによる「万人のための教育Education for 
All」に理念を準拠し「インクルーシブあるいはア
クセシブルな教育環境の整備」に重点がおかれるこ
とであった。具体的には「ダカール行動枠組み」
（2000年）の一項目に「全ての青年及び成人の学習
ニーズが，適切な学習プログラム及び生活技能プロ
グラムへの公平なアクセスを通じて満たされるよう
にすること」とある。米国では障害学生支援は理念
としてADA（障害のあるアメリカ人法）に記載さ
れた「高等教育機関で合理的配慮を提供する義務」
を基盤にし、「障害学生による権利の施行責任」と
「権利執行手続きの標準化」が重視されているのに
対して、障害による差別禁止法は英国等一部の国に
しかないからであろう。
　AHEADと共通する傾向も多く、「情報技術の利
用」と「発達障害学生へのチューター活用」に関す
る実践報告が目立った。障害種別による演題は80の
うち24にすぎず（うち11は発達障害関係）、全障害
を視野に入れた発表が多かったこ
とも注目された。また、修学だけ
でなく社会生活や余暇活動も支援

〔研究所情報〕

第７回高等教育と障害に関する
国際会議への参加報告
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の対象に入れた発表もあった。日本ではまだ定着し
ていない「合理的配慮 Reasonable accommodation, 
Reasonable adjustment」については、「学生」「担
当教員」「コーディネーター」および「資源（予算、
技術、人員など）」の間での合理的な調整として実
践されていることを確認した。欧米諸国では政府か
らの助成金（障害学生一人当たり100万円程度）で
支援が運営されていたが、それでも、ろう学生が手
話通訳者を依頼できるのは週に９時間にしかならな
い（ベルギーのある大学）等の制約の中で調整が必
要であるという。大学における支援が会議でのテー

開会式で講演する実行委員長（左）と手話通訳者（右）。
左のスクリーン要約筆記の表示スクリーン。

マであったが、大学以外の場での障害者支援に共通
する要素は多くあった。
　欧米諸大学の障害学生の割合は10%前後であった
が、15年前には１％程度だったといい、大学の障害
学生支援部門の創設は1990年以降が多かった。日
本では障害学生の総数は約6000人、高等教育を受
ける学生の約0.17%（日本学生支援機構、2009）に
すぎないが、日本学生支援機構に障害学生支援課が
できたのが2004年であることから、日本における
障害学生支援の今後の進展に期待が持たれる。

ポスターセッションでの手話通訳者を交えた議論。右から
手話通釈者２名、筆者、実行委員長。


